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１－１．目的 

年間 300 万人もの観光客が訪れる高尾山では、観光客の増加とともに交通基盤や観光振興に関

わる施設整備が進む一方で、混雑による自然環境や住環境等への影響が懸念されたことから、平

成 28 年 3月に「高尾山口駅周辺地区都市計画方針」（以下「都市計画方針」）を策定しました。 

都市計画方針策定後、市は地域住民や関係事業者等と連携しながら各施策を推進してきました

が、京王高尾山口駅（以下「高尾山口駅」という。）前や都道 189号（高尾山参道*）周辺では屋

外広告物地域ルールの策定や東京都による案内川防災工事などの複数の事業が同時期に進行して

おり、今後も諸施設や地域資源を有効に活用し、自然環境、歴史、文化、住環境との調和を図り

つつ、観光地としての魅力や利便性のより一層の向上を図るためには、地域住民や事業者とのさ

らなる連携強化が求められています。 

そこで、高尾山口駅前や都道 189 号（高尾山参道）周辺における土地利用、動線、景観等につ

いてより具体的な方向性と実現方策等を示し、行政や地域住民、事業者等の多様な主体と共有し

ながら一体的かつ総合的にまちづくりを進めるため、「高尾山口駅及び参道周辺整備計画」（以

下「本計画」という）を策定します。 

 

１－２．対象区域 

対象区域は、多くの観光客が集中する高尾山口駅前や都道 189 号（高尾山参道）周辺及びその

後背の住宅地を含めた区域を基本とします。また、今後新たな土地利用の検討が必要な市有地に

ついて、将来検討地区として位置づけ、検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対象区域図 

対象区域 

将来検討地区 

将来検討地区 

「この地図は、東京都知事の承認を受けて

東京都縮尺 2500 分の１地形図を利用し

て作成したものである。（承認番号）30

都市基交著第 166 号（平成 30 年 11 月

16 日）、30 都市基交測第 74 号（平成

30年 11月 16日） 

※以下、本計画で使用する地形図について

同様である。 

＊高尾山参道について 

本計画では、都道 189号の高尾山のふもとにおける区間につ

いて「高尾山参道」という。 
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１－３．本計画の位置づけ・役割 

（１）位置づけ・役割 

本計画は、都市計画方針で描く将来像を踏まえて計画的にまちづくりを進めるため、高尾山口

駅前や都道 189 号（高尾山参道）周辺などに焦点を当て、将来像や実現方策をより具体に示すも

のです。 

また、対象区域における目指す将来像を行政や地域住民、事業者等の多様な主体と共有し、各

事業間の連携を強化する役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高尾山口駅周辺地区都市計画方針（平成 28 年 3 月策定） 

地区の将来像 

『高尾山の自然と歴史文化を守り活かし、 

観光交流と暮らしが調和するまち』 

地区の方針 

土地利用（市街地整備、景観等）／都市施設（道路、河川等） 

都市防災 

 

 

 

 

■関連計画 

 ・事業 

○交通 

○環境 

○景観 

○観光 

   など 

 

 

■地域住民 

意向等 

 

都市づくりビジョン八王子（平成 27年 3月策定） 

（第２次八王子市都市計画マスタープラン） 

エリア別の方針 

落合町会／高尾町五丁目町会／南浅川町会 

 

【対象区域】 
落合町会、高尾町五丁目町会、南浅川町会エリア（市街地部分） 

施策展開 

施策 施策 施策 施策 施策 

高尾山口駅及び参道周辺整備計画 

【対象区域】高尾山口駅前や参道周辺 
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（２）計画期間と見直し 

本計画の上位計画である都市計画方針（平成 28 年 3 月策定）は計画期間を概ね 10 年としてい

ることから、本計画は令和元年度（2019年度）から概ね 7年を計画期間とします。 

計画期間の中間や都市計画方針の改定があった場合等には、施策・事業の進捗状況を確認する

とともに、社会情勢の変化や民間事業の動向などを踏まえて本計画の検証・評価を行い、必要に

応じて見直し等を行います。 

 

高尾山口駅周辺地区 

都市計画方針 対象区域 

本計画 対象区域 
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■都市計画方針に示すまちづくりの方向性 
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■都市計画方針（高尾町五丁目町会エリア方針）と本計画の対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象区域 

将来検討地区 

将来検討地区 
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１－４．本計画の構成 

都市計画方針を踏まえ、土地利用・都市施設等・景観の３分野を主に、公共空間の実態調査や

地域住民等の意向把握を行い、現況と課題を整理した上で、整備の基本方針及び実現方策を示し

ます。 

 

２．対象区域の現況と課題 

２－１．対象区域の現況 

１．はじめに 

１－１．目的 １－２．対象区域 １－３．位置付け・役割 １－４．本計画の構成  

２－１－１． 

土地利用 

２－１－２． 

都市施設等 

２－１－３． 

景観 

２－１－４．公共空間の利用実態 

（１）回遊状況調査   

（２）案内川左岸広場利用状況調査 

２－１－５．地域住民等の意向 

（１） 高尾山口駅前ふもと公共空間形成・活用 

ワークショップ 

２－１－５． 

地域住民等の意向 

（２）高尾山観光 

まちづくり

史調査 

２－２．対象区域の課題 

４．実現方策 

４－２． 

土地利用規制 

の見直し 

４－３． 

都市施設等 

の整備 

４－４． 

景観形成 

の推進 

４－１．取組みの方針 

５．推進体制 

 
３．整備の基本方針 

３－２． 

土地利用の方針 

３－３． 

都市施設等 

整備の方針 

３－４． 

景観形成の

方針 

３－５． 

新たな土地 

利用の検討 

３－１．『将来像』を実現していく上での考え方 
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           ２．対象区域の現況と課題  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

２－１．対象区域の現況 

２－１－１．土地利用 

① 対象区域の概況 

・国道 20 号（甲州街道）が現在の位置に整備された後、山間部の農家が点在していた地域に、

古くは多摩御陵への御陵線の開通や昭和２年の高尾登山電鉄の開業、昭和 42年には京王高尾

線の開通等に伴い、髙尾山薬王院への参拝や高尾山の登山口として多くの観光客が訪れる観

光地としてにぎわうようになりました。 

・国道 20 号（甲州街道）沿いには案内川が流れ、古くは生活用水や子どもの遊び場として、利

用されてきました。 

・山林部分は、自然公園・国定公園の指定に伴い、自然環境の保護が進められ、豊かな緑を残

しています。 

 

②土地利用・建物現況 

・高尾山口駅から都道 189 号（高尾山参道）周辺、国道 20 号（甲州街道）沿道には、そば等

を扱う飲食店や土産物店が建ち並び、住商併用建物を中心とした門前町を形成しています。 

・一部、田畑や樹園地など農地を残しているものの、商業、住宅、駐車場など都市的土地利用

が多くを占めています。 

・商業施設の後背地や山麓部には戸建て住宅を主とした住宅地が分布しています。 

・建物は２階建以下の低層建物が主で、国道 20 号（甲州街道）沿道に一部中層建物が立地し

ています。 

・近年、駅前広場の拡張や高尾山口駅舎の改修、高尾 599ミュージアムの建設など、土地利用

転換や建替えが進んでいます。 

 

 

③法規制等 

・市街地部分が市街化区域、周辺の山々は市街化調整区域に指定されています。 

・市街地部分では国道 20 号（甲州街道）沿道及び都道 189 号（高尾山参道）沿道が近隣商業

地域に指定され、その他は第一種低層住居専用地域に指定されています。 

・自然公園法による明治の森高尾国定公園及び都立高尾陣場自然公園に指定されています。 

・対象区域内には土砂災害対策法による土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が多く指

定されています。
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■土地利用現況（平成 24年度東京都土地利用現況調査より） 
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■建物階数別現況（平成 24 年度東京都土地利用現況調査による） 
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■法規制等 【都市計画図（区域区分、用途地域ほか）】 
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■法規制等 【国定公園区域、自然公園区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高尾・陣場の自然」（2016年 3月、東京都環境局）より作成 

対象区域（概略） 

都立高尾陣場自然公園 
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■法規制等 【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域】 

八王子市土砂災害ハザードマップ高尾町（平成 27年 3 月発行）より作成 
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２－１－２．都市施設等 

（１）道路・交通基盤 

①公共交通 

・京王高尾線の高尾山口駅により、電車でのアクセス性が非常に高い観光地となっています。 

・路線バスについては、高尾山口駅前にバス停があり、京王八王子駅や JR高尾駅と高尾山口駅

を結ぶルート、小仏バス停と高尾山口駅を結ぶルート、JR 相模湖駅と高尾山口駅を結ぶルー

トなど、バス交通網が充実しています。 

・高尾山は高尾登山電鉄株式会社によってケーブルカーやリフトが運行され、高尾山の中腹ま

で容易にアクセスでき、様々な年齢層の観光客が楽しめる山となっています。 

 

②自動車交通施設・歩行者交通施設 

【道路等】 

・高尾山口駅前には交通広場が整備され、路線バスやタクシーの乗り入れなど、地域住民や観

光客等の交通拠点となっています。 

・国道 20 号（甲州街道）を中心とした道路交通体系となっており、平成 24 年には圏央道高尾

山インターチェンジが開通し、八王子南バイパスが一部整備されるなど、車でのアクセス性

が高まっていますが、11 月の観光シーズン時においては、国道 20号（甲州街道）の交通渋滞

が問題となっています。 

・対象区域には、国道 20 号（甲州街道）を起点に市道浅川 124 号、市道浅川 128 号、都道 189

号（高尾山参道）など複数の道路が整備されていますが、特に市道浅川 128 号は休日や観光

シーズン時など、登山客・観光客の集中によって大変混雑しています。 

・市道浅川 124 号線は、氷川神社や住宅地に向かう動線ですが、市営高尾山麓駐車場（以下、

市営駐車場）の出入口が面しており、自動車と歩行者の動線が交錯しています。 

・対象区域内には、案内川に氷川橋、西氷川橋、高尾橋などの複数の橋があり、一部の橋は老

朽化しています。 

 

【駐車場】 

・高尾山への観光客は公共交通のみならず自家用車利用者も多く、高尾山口駅周辺には市営駐

車場をはじめ、民間駐車場が設置されています。 

・店舗等に付随する施設併設型駐車場や、個人住宅の軒先や低未利用地等を活用した臨時駐車

場が多数あります。 

・市営駐車場は、平日は比較的空いているものの、休日は満車になることが多く、特に 11月の

観光シーズン時の休日には、駐車待ちの列ができることがあります。 

 

表 対象区域内の主な駐車場（八王子市観光コンベンション協会ホームページより） 

管理種別 名称 台数等 

市営 市営高尾山麓駐車場 普通乗用車専用 80 台（うち障害者用 1 台、軽自動

車専用 2 台） 

市営 市営落合臨時駐車場 普通乗用車専用 27 台（繁忙期のみ） 

民営 京王高尾山駐車場 普通乗用車専用 80 台 
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【自転車駐車場（駐輪場）】 

・京王高尾線高架下には主に地域住民の通勤・通学用に自転車駐車場（駐輪場）が設置され、

ています。 

管理種別 名称 台数等 

市営 高尾山口駅自転車駐車場 92 台（自転車 74台、原付 18 台） 

 

③登山道 

・対象区域には自然研究路 1 号路、6号路、稲荷山コース、かたらいの道大戸コースなど複数の

登山道（歩道）の起点があり、また自然研究路 1 号路は大阪・箕面まで続く東海自然歩道の

一部となっているなど、高尾山や周辺の山々へ向かう登山の玄関口となっています。 

 

（２）公園・広場等 

・高尾山口駅改札前の広場空間は、待ち合わせや登山の準備などに利用され、また季節ごとに

マルシェやイベントが開催されています。 

・案内川沿いの広場は、登山の準備や下山後の休憩等多くの人々に利用されていますが、休日

などには人々の滞留により、通行に支障が生じています。また高木等が鬱蒼とした印象を与

え、景観や防犯の観点からも改善が必要です。 

・清滝駅前の広場は、登山の準備や休憩、また様々なイベントの会場として利用されています。 

・高尾 599 ミュージアムの芝生広場は、観光客、市民等多くの人々の休憩等の場として利用さ

れています。 

・地域の子どもたちの遊び場として、もみじ児童遊園があります。 

 

（３）案内サイン、記念碑等 

・高尾山口駅前に設置されている案内サインは、高尾山の登山道等の情報が掲載されています

が、情報が抽象化されているとともに、誘導サインの設置が不十分なため、道に迷う人も少

なからず見られます。 

・ごみのポイ捨てや防犯に関する注意喚起など、公共的なサインが数多く掲出されていますが、

腐朽が進んでいるものや管理が不十分なものが見られます。 

・対象地区内には歴史のある石碑や記念碑などが複数設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他公共施設等 

①高尾 599ミュージアム 

・平成 27年に竣工した観光、学習、交流の機能を有する八王子市の観光施設で、観光客や登山

客、市民等多くの人々に利用されています。 

高尾山口駅前の案内サイン 樹木で見えにくくなったサイン 歴史のある石碑 



18 

 

②高尾山口観光案内所（むささびハウス） 

・高尾山口駅舎の改修にあわせて整備した八王子市の観光案内所で、高尾山をはじめ、市内の

観光地や特産品の案内を行っています。また、多言語でのサービスも充実しています。 

 

③高尾森林ふれあい推進センター 

・林野庁関東森林管理局の施設で、高尾山の国有林野等を活用して行う NPO 等の自然再生活動、

生物多様性の確保等に関する活動に対する技術的支援等を行っています。また、森林や林業

に対する理解を深めるため、様々なイベントを行っています。 

 

④公衆便所・喫煙所 

・市営駐車場に公衆便所、高尾 599 ミュージアムにも外部から利用できる便所（開館時間に限

る）が設置されています。 

・高尾山口駅の改札内外や高尾登山電鉄の清滝駅には観光客や乗降客が利用できる便所が設置

されています。 

・休日や観光シーズン時などは混雑し、特に高尾山口駅及び清滝駅の便所の利用者が多い状況

です。 

・清滝駅前の広場や一部の店舗に喫煙所が設置されていますが、付近を通行する観光客への配

慮が課題となっています。 
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■主な都市施設や公共施設などの分布 
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■公共的なサインの分布状況（調査日 平成 30年 6月 15 日） 

公共的なサインとは、行政、団体等による案内・誘導・注意喚起等の公共的な役割を持つサインと

定義し、その分布を調査しました。道路標識設置基準に規定されるサインや法令等に基づき設置さ

れるサインは対象外としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
案内サイン 

地域内の資源の所在や位

置関係等を確認するため

のもので、地図で表現され

る 

 

説明サイン 

情報の送り手の位置を説

明、又は資源の内容・歴史

等を開設するもので、文

字・図・写真等で表現され

る 

 

誘導サイン 

歩行者等を目的の資源ま

で導くもので、矢印・目的

の地名、ピクトグラム等で

表現される 

 

注意喚起サイン 

安全やルールを保つために

注意喚起をしているもの

で、文字・記号・ピクトグ

ラム等で表現される 

 

位置サイン 

資源の所在地において、名

称や用途を示し、歩行者等

に目的地に着いたことを

示すもので、文字・記号・

ピクトグラムなどで表現

される  

その他サイン 

案内サイン、誘導サイン、

位置サイン、説明サイン、

注意喚起サインに該当しな

い情報を掲載しているもの 
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２－１－３．景観 

（１）八王子市景観計画（平成 23年 10月策定） 

・高尾山口駅周辺から清滝駅周辺の区域において、多くの登山客や観光客の訪れる高尾山の玄

関口として、豊かな自然との調和を図りつつ都道 189 号（高尾山参道）の趣を活かした賑わ

いのある景観づくりに取り組む地区を目指し、重点地区（景観誘導地区）の「高尾山参道周

辺地区」に位置づけ、地区独自の景観形成の方針及び景観形成基準を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高尾山参道周辺地区 対象区域（面積：約 8.3ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 景観形成の目標 

・高尾山の豊かな自然と歴史文化を一体的に守り、これを活かした賑わいと豊かさが感じら

れる景観の形成を図る。 

 

② 景観形成の基本方針 

・高尾山の山並みを保全するとともに、自然景観を身近に体験できるレクリエーションの場 

としての活用も考慮した景観の形成を図る。 

・現況の和風の建築デザインを基調とし、高尾山の玄関口にふさわしい風格と落ち着きのあ 

る景観の形成を図る。 

・高尾山をはじめとした周辺の山地や丘陵地への眺望を確保し、これらが映える景観の形成 

を図る。 

・散策路や案内板等を活かし、自然や歴史文化を回遊する快適な歩行者ネットワークの充実 

を図る。 

・公共施設のデザインの統一、空地の確保や電線類地中化等により、安全で快適な歩行者空 

間の創出を図る。 

・敷地内や店先の緑化等により、ゆとりや潤いのある景観を形成する。 
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（２）景観要素別 

①自然景観（水・みどり） 

・高尾山をはじめとした山地や丘陵地に囲まれ、対象区域の随所で山並みへの眺望が得られ

ます。 

・山麓部の豊かな緑を背景とした農地の広がりや、案内川の水辺など、豊かな自然景観がみ

られます。 

・高尾山口駅前の広場の近くには案内川が流れ、水辺に降りて楽しむ人もみられます。一方

で、広場内の高木等が鬱蒼とした印象を与え、河川への視認性が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  山麓部に広がる農地       案内川の水辺景観 

② 歴史・文化 

・古くから高尾山信仰や登山客でにぎわった地域であり、多くの石碑や寺社、歴史的な風情を

残す商店や住宅等が立地しています。 

・登山道周辺には、古くからの道標や祠が建てられています。 

・寺社の伝統的な祭礼の場であり、季節ごとの行事・イベントも開催されています。 

・ごみ持ち帰り運動や住民・登山客等の活動により、クリーンな環境が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山道周辺の石碑や祠 

③都市施設 

・都道 189 号（高尾山参道）から清滝駅前の広場までの道路は石張りの連続性のある舗装や

風情のある街路灯が設置されています。 

・高尾山口駅前から市営駐車場周辺にかけて、みどりが少なく駐車場の付帯設備や工作物等

が目立つなど、無機質な印象を与えるものも少なくありません。 

 

④建築物 

・対象区域内には、髙尾山薬王院や氷川神社、老舗の商店など歴史的な風情を残す建築物が
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立地しています。 

・高尾山口駅舎や高尾 599 ミュージアムなどの公共的な建築物は、自然環境との調和に配慮

したデザインを取り入れて近年リニューアルされています。 

・商店の建ち並ぶ都道 189 号（高尾山参道）は、現代的な建築物もみられますが、勾配屋根

や格子、木質の外壁など、比較的和風の外観デザインが揃っており、風情あるまち並みを

形成しています。 

・国道 20号（甲州街道）沿道に立地する中層建築物に関して、自然景観と対比的な色彩を用

いた外壁などもみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     和風の外観デザインのまち並み／都道 189号（高尾山参道）の石畳や街路灯 

 

⑤屋外広告物 

・都道 189 号（高尾山参道）周辺の商店では、木や石などの自然素材や筆文字、白・茶など

落ち着いた色彩などを用いることにより、歴史的な和の風情ある屋外広告物がみられます。

これらにより賑わいが演出されるとともに、個性的な景観形成が図られています。一方で、

やや規模の大きな看板や自然と対比的なデザインのものなど、掲出の規模や数、形状や色

彩など様々なものも見られます。 

・駅から登山道への道筋では様々な案内板や広告物が掲出され、また、多くののぼり旗の掲

出など、煩雑な印象を与えるものも少なくありません。 
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２－１－４．公共空間の利用実態 

高尾山口駅と都道 189 号（高尾山参道）を結ぶルートの回遊状況、案内川沿いの広場（案内川左岸

広場）の利用状況について、整理します。 

 

 
■調査概要 

①回遊状況調査（通行者分布簡易計測調査（ゲートカウント調査）） 

調査目的：高尾山口駅と登山口の歩行者の往路・復路について、時間帯別の概ねの交通量の調査

を通じ、歩行者の回遊状況を把握 

調査日時：平成 30 年 9月 19 日（水） 7：00～16：00 曇り時々晴 

平成 30年 9 月 23日（日） 7：00～16：00 晴時々曇り 

調査方法：主要な回遊動線上の調査地点を設定し、各調査地点において 5 分単位で歩行者の断面

交通量を方向別に測定し、調査地点を移動しながら１時間で回遊動線の調査地点の計

測を行った。 

分析方法：計測した 5分単位の歩行者交通量を 1 時間単位に変換する（5分単位の歩行者交通量を

12 倍する）。次に、各調査地点の歩行者交通量のうち最大のものに対する各調査地点

の歩行者交通量の割合を算出し、回遊の分布状況として地図上に整理した。 

 

②案内川左岸広場利用状況調査 

調査目的：広場を利用している人の時間帯別及び属性別の実態、利用の際の行動や利用する場所

の調査を通じ、広場の利用状況を把握 

調査日時：平成 30 年 6月 14 日（木） 7：00～16：00 晴時々曇り 

平成 30年 9 月 23日（日） 7：00～16：00 晴時々曇り 

調査方法：10 分単位で広場内を利用する人の属性（性別・年齢層）、主要な行動とその場所（滞

留場所、動線など）を目視により把握した。 

分析方法：広場の利用の傾向（利用頻度や動線等）を図上で整理した。 
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（１）回遊状況調査（通行者分布簡易計測調査（ゲートカウント調査）） 

・高尾山口駅及び都道 189 号（高尾山参道）周辺に訪れる人は、平日よりも休日の方が著し

く多いものの、歩行者の回遊行動は、平日休日共に同様のルートを通る傾向にあります。 

・高尾山口駅と登山口（清流駅方面）を結ぶ市道浅川 128 号の歩行者交通量は、平日休日の

午前午後共に最も多い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

・平日休日共に市道浅川 128 号の午前（7 時～12 時）の歩行者交通量は多く、周辺の道を通

行する歩行者はほとんど見られない状況です 

・高尾山を下山して清滝駅方面から高尾山口駅に向かう午後の歩行者交通量は、午前と同様

市道浅川 128号が多いものの、都道 189号（高尾山参道）から国道 20号（甲州街道）を経

由して高尾山口駅に向かう歩行者交通量も増えています（最大歩行者交通量の 40～60％程

度）。 

・国道 20号（甲州街道）から青葉橋を経由して高尾山口駅に向かう人も見られます。 

・午後は、都道 189 号（高尾山参道）を経由し、飲食店や土産物店や高尾 599 ミュージアム

に立ち寄っていく行動など、多様な回遊状況が観察されます。 

 

 最大交通量（市道浅川 128号） ※左記数字を 100％

として、それに対す

る比率を図に表現 

午前 午後 

平日（9/19） 482（人／時） 732（人／時） 

休日（9/23） 3374（人／時） 2084（人／時） 
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■平日の回遊状況の様子 

 市道浅川 128号 都道 189 号（高尾山参道） 

午前 

8 時半頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口・清滝駅方面に直行する来訪者 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者が少ない 

午後 

14 時頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰路につく人、これから行く人が入り混じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が増え、お店がにぎわう 

■休日の回遊状況の様子 

 市道浅川 128号 都道 189 号（高尾山参道） 

午前 

8 時半頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山口・清滝駅方面に直行する来訪者 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者が少ない 

午後 

14 時頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰路につく人、これから行く人が入り混じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

人が増え、お店がにぎわう 
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■平日の回遊状況（平成 30 年 9月 19日、水曜日） 

 



28 

■休日の回遊状況（平成 30 年 9月 23日、日曜日） 
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（２）案内川左岸広場利用状況調査 

■平日休日の共通事項 

・8 時頃から徐々に利用者数が増え、10 時前後にピークに達し、その後は一定の利用者が見

られます。 

・午前は、高尾山口駅前での待ち合わせ、登山の準備、簡単な食事をする人が多く見られま

す。 

・12 時前後から下山客や登山を目的としないと思われる来訪者や外国人による利用が増え、

川を眺めながら休憩する人が比較的多く見られます。 

・調査日時の気温が比較的高かったこともあり、水辺に降りる利用者が一定数見られました。 

・広場内に設置されているベンチは、平日よりも休日の利用率は高いものの、共通して水辺

に面して設置されているベンチの利用率が高い状況にあります。 

・高尾山口駅前の案内サインの裏や樹木の陰になるベンチ等では、喫煙する人が見られます。 

・広場の南側に位置する高台の空間は、ほとんど利用が見られない状況です。 

■平日と休日の違い 

・広場の利用者数は、平日に比べて休日が著しく多い状況です。 

・平日は朝早い時間帯と夕方において、住民の通勤・通学と思われる通行者が一定数見られ

ます。 

・休日はベンチの利用に加え、緑地帯の縁石に座る人や店先で立って飲食をする人などが多

く見られます。広場の規模に対して多くの人が滞留することにより、通行に支障が生じて

いる状況も見られます。 

・広場での滞在時間は、平日は１時間以上過ごす人も見られますが、休日では 10 分未満で移

動する人が多い状況です。 
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広場の利用者数（10分おきの目視調査で把握できた広場を利用する人の合計人数） 
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31 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

待ち合わせをしている様子       程よい密度でベンチが利用されている様子 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

水辺に向かって長時間滞留している様子       木陰でタバコを吸う様子 

 

■休日の利用行動の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一つのベンチを多くの人が共有する様子  縁石に座る、地面にシートを敷いて座る様子 

     

■平日の利用行動の例 

滞留者が多く、通行に支障が生じている様子     水辺に降りて楽しむ人の様子 
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２－１－５．地域住民等の意向 

（１）高尾山口駅前ふもと公共空間形成・活用ワークショップ 

本計画の検討にあたって、地域住民や事業者、公募市民等による「高尾山口駅前ふもと公

共空間形成・活用ワークショップ（以下、ＷＳという）」を開催し、高尾山口駅前の広場や

都道 189 号（高尾山参道）など高尾山口駅前ふもとの公共的な空間を対象に、新たな魅力を

形成・活用するための検討を行いました。開催内容と主な意見について以下に整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回 高尾山口駅前ふもと 

   公共空間形成・活用ＷＳ 

日時：平成 30年 9月 1日（土） 

   18：30～20：40 

場所：高尾 599ミュージアム 

参加者：35名 

第 2回 高尾山口駅前ふもと 

   公共空間形成・活用ＷＳ 

日時：平成 30年 10月 14日（日） 

   18：30～20：40 

場所：高尾 599ミュージアム 

参加者：28名 

【開催内容】 

１）高尾山のふもとのイメージ（らしさ）を語る 

２）高尾山口駅前ふもとにおける公共的な空間の使われ方に

ついて（案内川左岸広場、歩行空間、景観） 

【開催内容】 

 
■水辺班 

案内川左岸広場の水辺

の創り方と楽しみ方に

ついて 

■景観班 

高尾山口にふさわしい店舗

とまち並みをデザインしよ

う 

■第 1回ＷＳの様子（グループワーク） ■第 1回ＷＳの様子（発表） 

■第２回ＷＳ（水辺班）の様子 ■第２回ＷＳ（景観班）の様子 
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（２）高尾山観光まちづくり史調査 

 

① 概要 

それぞれの立場で地域を支えてきた住民及び商業者など延べ 32 名の方々に、単独またはグル

ープで、八王子市職員と首都大学東京の教員や学生が数人で組み、お話を伺いました。お話は、

幼少の頃から今に至るまでの高尾山の山や川での遊びやまちとの関わりといった個人史、個人の

目から見た薬王院や氷川神社、お店やまちの発展、個人の転機など、多岐に渡りました。 

 

【調査時期】平成 30年（2018年）6月～8 月  

【調 査】首都大学東京 都市環境学部 観光科学科 川原晋研究室 

 

② 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「（別冊）高尾山観光まちづくりオーラルヒストリー」 
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③ 全体まとめ ～写真で振り返る観光まちづくり史 

38 

インタビュー記事、成果物は「（別冊）高尾山観光まちづくりオーラルヒストリー」にまとめ

ています。ここでは、成果物の一部を紹介します。 
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２－２．対象区域の課題 

対象区域の現況や地域住民等の意向などより、課題を整理します。 

 

（１） 土地利用 

① 高尾山の魅力を高めるまちづくり 

・大勢の観光客が訪れる観光地として、高尾山の豊かな自然、歴史、文化との調和に配慮し

た、観光客の期待する価値を守り高めるような魅力あるまちづくりが必要です。 

② 将来像を実現するきめ細やかな土地利用誘導 

・高尾山口駅周辺の都市施設整備や土地利用転換が進む中、将来像に沿った土地利用を誘導・

促進することが必要です。 

・きめ細やかな土地利用誘導を行い、自然環境の保全や住環境、観光振興に係る商業をバラ

ンスよく実現させることが必要です。 

③ 災害リスクへの対応 

・対象区域は全体的に土砂災害警戒区域等に指定されていることから、土地利用誘導におい

ても自然災害による災害リスクへの考慮が必要です。 

 

（２）都市施設等 

① 国道 20 号（甲州街道）の交通渋滞の改善 

・観光シーズンや休日には国道 20号（甲州街道）の交通渋滞がみられ、観光客のみならず地

域住民の生活や物流等の障害となっています。休日の公共交通の利用促進や駐車場の情報

提供などとあわせて、広域的な交通連携による分散化など混雑緩和の取組みが必要です。 

② 駐車場の適切な環境整備 

・公共交通による来訪が大多数であるものの、休日は午前中に駐車場が満車となる状況が見

られるなど一定の駐車場ニーズがあることから、駐車場について規模や機能について精査

し、適切に環境整備を行って行く必要があります。 

③ 歩行動線の混雑、回遊性・歩きやすい歩行環境の不足 

・対象区域内の回遊性が不足しており、観光施設への案内誘導や滞留空間の整備などにより、

回遊性を高めるような環境づくりが必要です。 

・休日や観光シーズン時など、特に市道浅川 128 号は登山客・観光客の集中によって大変混

雑しており、対象区域全体の回遊性を高めるとともに、隣接する案内川左岸の広場を活用

した滞留や人の流れの分散化を図る必要があります。 

・国道 20号（甲州街道）の狭い歩道や市道浅川 124号における歩行者と自動車の動線の交錯

など、対象区域の一部では歩きやすい歩行環境が不足しています。 

④ 案内川沿いの広場の環境改善 

・待ち合わせや登山の準備や休憩等多くの人々に利用されていますが、休日などには人々の

滞留により、通行に支障が生じています。また高木等が鬱蒼とした印象を与え、景観や防

犯の観点からも改善が必要です。 

⑤ 案内誘導の改善、適切な設置・管理 

・高尾山口駅前に設置される案内サインは、掲載されている情報が抽象的であり、また道路

等への誘導サインの設置が不十分なため、情報の整理や表現方法を検討し、わかりやすい

案内誘導が必要です。 



 

40 

・ポイ捨て禁止や防犯等の多数の注意喚起サインが設置され、管理が不十分なものが見られ

るため、情報の集約・整理と適切な維持管理が必要です。 

・対象区域内には歴史のある石碑や記念碑などが複数設置されており、魅力的な地域資源と

なるよう位置等に関する協議調整や適切な管理が必要です。 

⑥ 公衆便所等の利用環境改善 

・公衆便所については、観光シーズン時の駅至近の公衆便所への利用集中への対応として、

適切な案内誘導など利用しやすい環境づくりが必要です。 

・喫煙所については、自然環境や付近を通行する観光客への配慮など、望ましいあり方の検

討が必要です。 

 

（３） 景観 

① 地域資源を活かした魅力づくり、都市施設の景観整備 

・山々や案内川などの自然、神社、都道 189 号（高尾山参道）の歴史的な風情のあるまち並

みなど、ふもとならではの資源を活かすとともに、より一層魅力ある場となるよう景観づ

くりを進めていくことが必要です。 

・道路や公園、橋、駐車場などの都市施設は、無機質な印象を与えないよう、自然、歴史、

文化と調和する整備や修景を行うことが必要です。 

・案内川沿いの広場では、案内川への視認性を高め、観光客と地域住民が共に憩い、愛着が

持てるよう環境を整えることが必要です。 

② 建築物や屋外広告物等の適切な誘導 

・建築物や屋外広告物の配置、形態意匠などを適切に誘導し、高尾のイメージや価値を高め

るように取り組んでいくことが必要です。 

 

（４） その他 

① 行政、地域住民や事業者等との協力体制づくり 

・観光客が多様化する中で、多言語化やバリアフリー化への対応、吸い殻のポイ捨て等マナ

ーに関する問題など様々な課題も見受けられます。一つの課題に対し、行政指導や公共施

設整備など行政で対応することや地域住民や事業者等が主体となって進めることなど立場

や役割が異なるため、お互いの立場を尊重しながら共通の将来像に向かって協力し合う仕

組みや体制づくりが必要です。 
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■課題 

３．整備の基本方針 －本計画の見取図 

高尾山口駅周辺地区の将来像 

（高尾山口駅周辺地区都市計画方針より） 

『高尾山の自然と歴史文化を守り活かし、 

観光交流と暮らしが調和するまち』 

■将来像を実現していく上での考え方 

１ まちの個性を育んできた自然環境、歴史、文化、人などに紐づいた地域のストーリーを大事にする 

２ 地域の生活者がまちを楽しめる環境、コミュニティを考える 

３ ふもとエリアの回遊性や公共空間の魅力を高め、利用を分散化する 

４ 観光客の少ない季節や時間帯におけるまちの魅力を発信し、利用の季節・時間平準化を行う 

５ 観光と暮らしの基盤となるふもとエリアの都市環境や景観、観光インフラを民産学公が協力して協議、整備、管理する 

６ 観光振興と、自然環境、歴史、文化、生活環境、地域資源の保全や発展とのバランスをとるため、地域と行政で情報共有や調整を行う 

（１）土地利用 

①高尾山の魅力を高めるまちづくり 

②将来像を実現するきめ細やかな土地利用誘導 

③災害リスクへの対応 

（２）都市施設等 

①国道20号（甲州街道）の交通渋滞の改善 

②駐車場の適切な環境整備 

③歩行動線の混雑、回遊性・歩き や す い歩行環境の不足 

④案内川沿いの広場の環境改善 

⑤案内誘導の改善、適切な設置・管理 

⑥公衆便所等の利用環境改善 

（３）景観 

①地域資源を活かした魅力づ く り、都市施設の景観整備 

②建築物や屋外広告物等の適切な誘導 

（４）その他 

①行政、地域住民や事業者等との協力体制づくり 

■整備の基本方針 

対象区域  高尾山口駅及び参道周辺 

土地利用の方針 

 地域資源を保全し、多様な観光ニーズに対応する土地利用の規制誘導 

 自然災害による被害リスクを考慮し、土砂災害防止法等に基づく取組みとの両輪となっ

た適切な土地利用誘導 

 まち並みや山並みとの調和等への建築物の規模、形態・意匠等の配慮 

 農地の保全、営農環境・風景との調和への配慮 

 地区別の方針（都市施設整備地区、観光交流拠点整備地区、商業誘導A地区、商業誘導

B地区、住宅地区、土地再編促進地区） 

■実現方策 

都市施設等整備の方針 

 地域住民等の移動しやすさへの配慮と観光客の円滑な移動が両立する交通環境整備 

 公共交通によるアクセスを主とし、対象区域内では歩行者を主とした交通環境整備 

 滞留拠点の賑わいや適切な案内誘導による回遊性向上 

 施設別の方針 

① 自動車交通施設（国道20号の渋滞問題等への対応、適切な駐車場確保） 

② 歩行者交通施設（歩道の混雑への対応、歩きやすい歩行環境整備、回遊性の創出） 

③ 滞留拠点（安全で誰もが集い憩える案内川左岸広場の親水空間整備） 

④ 案内サイン、記念碑等（サインシステムの検討、記念碑等の協議） 

⑤ 公衆便所・喫煙所（環境や景観等に配慮した位置等の検討） 

景観形成の方針 

 高尾山の玄関口にふさわしい風格と賑わいのある空間形成 

 場所や通り毎の特性に合った空間づくりによる、奥行きのある景観形成 

 河川や神社等地域資源の保全・活用による、魅力発信につながる風景づくり 

 地区別の方針（都市施設整備地区、観光交流拠点整備地区、商業誘導A地区、商業誘導

B地区、住宅地区、土地再編促進地区、その他景観配慮箇所） 

新たな土地利用の検討 落合第二団地・落合第三団地・旧浅川小学校案内分校 

 自然や住環境との調和を基本に、地域の利便性やコミュニティの向上に資する機能導入

なども視野に入れた利活用の検討 

都市施設等の整備 

（１）氷川橋補強工事 

（２）国道20号（甲州街道）歩道（上り車線側）改良 

（３）案内川左岸広場整備 

景観形成の推進 

（１）基本的な考え方 

① 市民による景観づくりの継承と発展 

② 行政による規制・誘導 

（２）当面の取組み 

① 地区計画の活用 

② 屋外広告物地域ルールの策定 

③ 質の高い都市施設の整備（案内川左岸広場・氷川橋） 

（３）将来的な展開 

① 市民との協働による景観づくり 

② 地域資源の保全・活用 

③ 公共施設等の景観の質の向上 

取組み方針 

 各分野を相互に補完・調整を図り、総合的な観点をもって取り組む 

 行政と地域の協議体が情報共有や協議調整を行い進める 

 民間事業者の資金やノウハウ活用の効果検証し、手法を整理すると

ともに地域が主体的に関わる体制の構築を目指す 

土地利用規制の見直し 

（１）用途地域の変更 

（２）地区計画の導入 

（３）生産緑地制度の活用 

 

■推進体制 

 地域の協議体と行政との情報

共有・連絡調整の体制づくり 

 連絡窓口や庁内協議体の充実

など庁内体制の整備 
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３－１．『将来像』を実現していく上での考え方 

（１）将来像 

都市計画方針において、高尾山口駅周辺地区の将来像を 

 

 

としています。本計画においても、この将来像の実現を目指しています。 

 

（２）将来像の実現に向けて 

都市計画方針策定後、市は地域のまちづくりについて連絡・調整を行う場として地域の協議

体（高尾山口駅周辺地区まちづくり連絡会準備会）を設置し、住民や事業者、学識経験者など

様々な立場の方々と連携し、まちづくりを進めてきました。また、高尾山観光まちづくり史調

査（P36）を通して、この地域を支えてきた住民や商業者など個人の方のお話を聞き、地域への

理解を深めてきました。 

対象区域は高尾山観光の中心であり、「観光地」という要素は不可欠です。観光の多様化・

深化が進む中、これからの時代、持続可能性とともに、高尾山の自然や歴史の豊かさ、人々の

暮らしやコミュニティの豊かさ、多様な生業や産業といった地域の総合的な力を守り育み、よ

り一層個性ある観光地を目指していく必要があります。 

これまでの取組みやその中での議論を踏まえ、『将来像』の実現に向けた考え方を以下に示

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ まちの個性を育んできた自然環境、歴史、文化、人などに紐づいた地域のストー

リーを大事にする 

 

２ 地域の生活者がまちを楽しめる環境、コミュニティを考える 

３ ふもとエリアの回遊性や公共空間の魅力を高め、利用を分散化する 

４ 観光客の少ない季節や時間帯におけるまちの魅力を発信し、利用の季節・時間平準

化を行う 

５ 観光と暮らしの基盤となるふもとエリアの都市環境や景観、観光インフラを民産学

公が協力して協議、整備、管理する 

 

６ 観光振興と、自然環境、歴史、文化、生活環境、地域資源の保全や発展とのバラン

スをとるため、地域と行政で情報共有や調整を行う（観光地マネジメント） 

 

「高尾山の自然と歴史文化を守り活かし、観光交流と暮らしが調和するまち」 
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３－２．土地利用の方針 

（１）基本方針 

・自然、歴史、文化などの魅力豊かな地域資源を保全しつつ、多様な観光のニーズへ対応す

るため、対象区域にふさわしい土地利用の規制誘導を行います。 

・山並みや水辺等、自然に包まれた魅力ある環境を保全する一方、自然災害による被害リス

クを考慮し、被害をできる限り軽減して、しなやかに対応できる地域づくりを促進するた

め、土砂災害防止法等に基づく取組みとの両輪で、適切な土地利用の規制誘導を行います。 

・対象区域内及び周辺にある自然、歴史、文化等の魅力を活かし、発展的に継承するため、

建築物の規模、形態・意匠・色彩等は、まち並みや山並みとの調和、連続性に配慮します。 

・対象区域外の隣接する農地（生産緑地等）は、対象区域と周辺住宅地との緩衝帯として防

災及び景観の観点から必要な機能を有しています。引き続き、対象区域内外の農地（生産

緑地等）の保全に努めるとともに、営農環境や風景との調和に配慮します。 

 

 

（２）地区別の方針 

街区単位での現況の土地利用や今後の動向から対象区域を区分し、それぞれの特性を活かした

土地利用の方向性を示します。 

 

①都市施設整備地区 

本地区における生活や観光交流等、様々な都市活動を支える公共施設の整備を推進し、将

来にわたり維持・保全を図ります。 

 

②観光交流拠点整備地区 

高尾 599 ミュージアムを中心に、高尾山の自然、歴史、文化等観光情報の発信・学習等の

拠点として観光客や地域住民等の交流を促進します。 

 

③商業誘導地区 

・多様な観光のニーズへの対応に向け、自然、歴史、文化、まち並み等、地域資源との調和

に配慮しつつ、商業系施設等の適切な更新を図ります。 

 

③－１ 商業誘導Ａ地区（国道 20 号(甲州街道)沿道） 

観光地としての賑わいや地域の生活利便性の向上に資する店舗・宿泊施設等、沿道型

商業施設など多様な機能の共存を図ります。 

③－２ 商業誘導Ｂ地区（都道 189 号（高尾山参道）沿道、高尾山口駅周辺） 

土産物屋や菓子屋、飲食店など観光地としての賑わいや交流の促進に資する小中規模

の商業等機能の集積・育成を図ります。 

 

④住宅地区 

自然環境との調和に配慮した低密度な土地利用を図ります。 
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⑤土地再編促進地区 

・住環境や自然との調和に配慮しながら、市営住宅の土地利用転換にあわせた周辺の土地再

編を促進するとともに、交通基盤の整備や、観光地としての賑わいの創出や地域の生活利

便性の向上に資する機能導入を促進します。 

 

■土地利用方針図 
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３－３．都市施設等整備の方針 

（１）基本方針 

・地域の自然、歴史、文化の保全を基本に、地域住民や事業者の移動しやすさに配慮しつつ、

安全で観光客の移動が円滑に行われる交通環境を整備します。 

・鉄道・バスなど公共交通によるアクセスを主とし、区域内においては、歩行者を主とした

交通環境を整備します。 

・各場所の特性を活かした賑わいや憩いの滞留拠点づくりや適切な案内誘導を行うことで区

域内の回遊性を高めます。 

・公衆便所など観光地として必要な機能について、快適で利用しやすい環境づくりを推進し

ます。 

 

（２）施設別の方針 

①自動車交通施設 

＜国道 20号(甲州街道)の渋滞問題等への対応＞ 

・鉄道や路線バス等の公共交通の利用促進や徒歩による来訪の誘導等により、流入する自動

車の低減を図ります。 

・八王子南バイパスへの迂回の促進等により、通過交通量の低減を図ります。 

・駐車場の位置や満空情報の発信等の適切な誘導や入庫待ち滞留スペースの確保等により、

駐車場を探す自動車や入庫待ちの自動車による渋滞の解消を図ります。 

 

＜適切な駐車場確保＞ 

・市営駐車場や対象区域外を含めた周辺の土地の利活用等により、高齢者や障害者等の来訪

や家族連れなどの駐車場需要に対応し、適切な規模や機能を持った駐車場を確保していき

ます。 

 

②歩行者交通施設 

＜歩道の混雑への対応＞ 

・高尾山口駅前や案内川左岸広場における待ち合わせや休憩等、観光客の滞留による市道浅

川 128 号の歩行者通行の妨げを解消するため、案内川左岸広場の整備と合わせた滞留スペ

ースを確保し、地域住民や観光客が共に快適な通行や散策ができる歩行環境を整備します。 

・市道浅川 128 号の混雑を低減するため、わかりやすい案内誘導サインの設置や歩きたくな

る空間整備等によって、観光客の他ルートへの誘導、分散化を図ります。 

 

＜歩きやすい歩行環境づくり＞ 

・高尾山口駅、清滝駅、高尾山口バス停等をつなぐ道路の歩道（※）については、高齢者や

障害者等の移動に配慮した、安全で歩きやすい歩行環境整備等、主要歩行動線としてのネ

ットワーク機能の強化を目指します。 

  ※主に国道 20 号(甲州街道)歩道、都道 189 号（高尾山参道）、市道浅川 128 号、清滝駅

前通路、西氷川橋 

・国道 20号(甲州街道)の歩道の無電柱化により、景観の向上や、安全で歩きやすい歩行環境

を整備します。 
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＜回遊性の創出＞ 

・主要歩行動線及びその他観光施設への接続道路の歩道については、公共施設や観光施設へ

のわかりやすい誘導サインの設置や歩きたくなる空間整備などにより、互いにネットワー

ク機能を補完し合いながら、賑わいの基本である人の回遊を創出します。 

・対象区域内の観光資源のみの集客ではなく、JR 高尾駅や南浅川町方面の観光資源や近隣の

登山道との連携強化により、広がりある賑わいと回遊性の向上及び、観光客の分散化を促

進します。 

 

③滞留拠点（広場等） 

＜案内川左岸広場＞ 

・高尾山口駅前という立地や案内川の自然を活かし、安全で、誰もが集い憩える親水広場空

間として整備します。 

・高尾山口駅前からの視覚的な誘導や魅力的な空間整備により、市道浅川 128 号からの他ル

ートへの分散化等、市道浅川 128号の混雑の低減を図ります。 

＜高尾 599ミュージアム前芝生広場＞ 

・芝生や植栽等により、開放感のある広場空間が形成されており、登山後の休憩や子どもの

遊び場として活用されています。今後も高尾 599 ミュージアムの一部として適正に維持管

理を行って行きます。 

＜清滝駅前広場＞ 

・みどりに囲まれた憩いの広場空間が形成されており、今後も民間土地所有者の協力のもと、

様々なイベントなどにより高尾山観光の中心として活用していきます。 

 

④案内サイン、記念碑等 

・新たに案内誘導サイン整備を行う場合には、既存のサインの整理・集約を行い、対象区域

及び周辺を含めたサインシステムを検討するとともに、多言語化やユニバーサルデザイン、

回遊性や景観等に配慮したものとします。 

・登山道の案内誘導サインと連携し、ふもとから登山道まで円滑につながる案内誘導を行い

ます。 

・公有地に設置される記念碑等については、地域と行政で協議調整を行いながら、位置や景

観配慮等ふさわしいあり方を検討していきます。 

 

⑤公衆便所 

・既存の公衆便所のわかりやすい案内誘導や民間施設との協力体制など、観光客にとって快

適で利用しやすい環境づくりを推進します。 

・公衆便所を新たに整備する場合には、環境、景観、防犯、公衆便所に持つイメージなどに

配慮しつつ、利用しやすい適切な位置を検討するものとします 

 

⑥喫煙所 

・喫煙所は、観光客の動線、環境、景観等に配慮した相応しいあり方について検討するもの

とします。 
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■都市施設整備の方針図 

 

 

 

 

 

歩道の混雑への対応 

高尾駅方面の観光資源
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南浅川町方面の観光資

源との連携強化（回遊

性の向上、分散化） 

・主要歩行動線としての

ネットワーク機能強化 

・安全で歩きやすい歩行

環境の形成 

主要歩行動線を補完することに

よるネットワーク機能強化 

（回遊性の向上、分散化） 
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ネットワーク機能強化 

・安全で歩きやすい歩行

環境の形成 

＜案内川左岸広場＞ 

安全で、誰もが集い憩え

る親水空間整備 

＜高尾 599ミュージアム前広場＞ 

開放感のある広場空間の良

好な維持管理 

＜清滝駅前広場＞ 

みどりに囲まれた憩いの

広場空間、観光の中心と

しての活用 

適切な駐車場確保 

 

 

 

自動車交通施設に関する内容 

歩行者交通施設に関する内容 

滞留拠点に関する内容 
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３－４．景観形成の方針 

 

（１）基本方針 

・八王子市景観計画を踏まえ、高尾山の自然、歴史、文化を守り活かしながら、高尾山の玄

関口にふさわしい風格と賑わいのある空間を形成します。 

・場所や通りごとの特性に合った空間づくりを行い、対象区域全体で様々な魅力を感じさせ

る奥行きのある景観を形成します。 

・河川や水路、特徴的な建築物や樹木、鳥居や道標などの構造物といった地域資源を保全・

活用し、新たな魅力発信につながる風景づくりを行います。 

・建築物や工作物は、豊かな自然、歴史、文化との調和に配慮した形態意匠・素材・色彩を

採用します。 

 

（２）地区別の方針 

①都市施設整備地区 

高尾山口駅前では、自然、歴史、文化との調和に配慮し、多様なアクティビティを誘発す

る魅力ある交流広場を形成します。 

案内川左岸広場では、利用者の安全性に配慮しつつ、案内川の水辺を活用した憩いの親水

広場空間を整備します。 

 

②観光交流拠点整備地区 

高尾 599 ミュージアムと高尾森林ふれあい推進センターの立地する本地区では、周囲の建

物と調和した低層の建物デザインや誰もがくつろぎ楽しめる広場空間によって、高尾山の

山々や空の広がりを感じさせる憩いと賑わいの交流空間を形成します。 

 

③商業誘導地区 

 ③－１商業誘導Ａ地区（国道 20 号(甲州街道)沿道） 

国道 20号沿道では、自然との調和に配慮しつつ、高尾山の玄関口へと続く賑わいのある景

観づくりを行います。 

 ③－２商業誘導Ｂ地区（都道 189 号（高尾山参道）沿道、高尾山口駅周辺） 

都道 189 号（高尾山参道）沿道では、和風の建築デザインを基調とし、建築物や看板など

の連続性が感じられるまち並みを形成するとともに、敷地内や店先の緑化等によりホスピ

タリティが感じられる賑わい空間づくりを行います。 

高尾山口駅と清滝駅を結ぶ市道浅川 128 号沿道では、混雑による歩行者の安全性に配慮す

るとともに、水のせせらぎや通り沿いの樹木等を活かした自然豊かな賑わい空間づくりを

行います。 

・市営駐車場では、案内川の水辺を活用し、自然景観との調和に配慮した風景づくりを行い

ます。 

 

④住宅地区 

背景となる山々や身近な樹木等と調和した、緑豊かでゆとりのある住宅地景観を形成しま

す。 
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⑤土地再編促進地区 

・周囲の住環境や自然との調和に配慮した、賑わいのある空間づくりを行います。 

 

⑥その他（区域外を含めた景観配慮箇所） 

祭りなど地域コミュニティの核である氷川神社の参道、橋や鳥居など、地域資源を活用し、

自然、歴史、文化の感じられる空間づくりを行います。 

・地域の原風景を感じさせる周辺の農地への眺望に配慮するなど、農風景と調和した景観づ

くりを行います。 

 

（３）その他の方針 

・趣のある夜間景観の形成に向け、夜間照明は、過度な投光とならないよう落ち着きのある

暖色系の光を用い、スポットライトや間接照明などで雰囲気を演出するとともに、防犯灯

としての役割も考慮します。 
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■景観形成方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

３－５．新たな土地利用の検討 

 

（１）基本的な考え方 

・山々に囲まれた地形により平坦な土地が限られている高尾山麓の市街地では、まとまった

広さを持つ市有地は、地区の利便性やコミュニティの向上に資する機能導入など都市課題

の解決に資する利活用が望まれます。そこで、用途廃止が方向づけられた下表の市有地を

「将来検討地区」として位置づけ、検討の方向性、課題、活用のアイディアを示します。 

・今後新たな土地利用に向けて事業化する段階においては、公共施設等総合管理計画等に基

づき、費用対効果などを含め、全市的に検討します。 

 

表 対象とする市有地 

 市有地の名称 用途廃止決定時期 関連計画等 

① 市営落合第二団地 
（用途廃止の方針決定） 

平成 29年 10月 

「八王子市営住宅整備・管理計画

（平成 29～38年度）」 

平成 29年 10月 ② 市営落合第三団地 平成 30年 3 月 

③ 旧浅川小学校案内分校 平成 14年 3 月 平成 14年 3 月廃校 

 

 

 

対象区域 

①市営落合第二団地 

②市営落合第三団地 

③旧浅川小学校 

 案内分校 
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（２）地区別の検討 

 

 

 

 

 

①市営落合第二団地 

 

【検討課題】 

・新たな公共施設を設置する際は、効率的かつ効果的な適正配置の検討が必要。 

 

【活用のアイディア】 

・落合公園拡張用地 

・住宅 

・店舗兼用住宅 など 

 

②市営落合第三団地 

 

【検討課題】 

・土砂災害警戒区域内であることから、防災性の観点からの検討が必要。 

・新たな公共施設を設置する際は、効率的かつ効果的な適正配置の検討が必要。 

・明治の森高尾国定公園（第 3 種特別地域）区域内においては、工作物の新築等、木竹の伐

採等、一定の行為が制限される（許可が必要）。 

 

【活用のアイディア】 

・市道浅川 124 号線拡幅用地 

・眺望を活かした公園・広場 

・緑地、農地等、自然系土地利用 

・住宅 

・店舗兼用住宅 など 

 

③旧浅川小学校案内分校 

 

【検討課題】 

・既存建物を利用する場合には、建物本体や設備の老朽化に伴う耐震補強等の検討が必要。 

 

【活用のアイディア】 

・集会所 

・店舗兼用住宅 など 

 

 

＜検討の方向性＞ 

周囲の自然や住環境との調和を基本に、地域の利便性やコミュニティの向上に資する機能

導入なども視野に、利活用の検討を行います。 
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４－１．取組み方針 

・土地利用、都市施設等、景観各分野を相互に補完・調整を図りながら、総合的な観点を持って

取組みを進めます。 

・事業や施策の展開にあたっては、行政と地域の協議体が情報共有や協議調整を行い、観光振興

と自然、歴史、文化、住環境の保全等とのバランスをとりながら進めます。 

・公共施設の整備や維持管理については、民間事業者の資金やノウハウを活用することによる効

果を検証した上で、手法を整理するとともに、地域が主体的に関わる体制構築を目指しながら

進めます。 

 

４－２．土地利用規制の見直し 

（１）用途地域の変更 

「３－１．土地利用の方針」の土地利用方針図に示す、①都市施設整備地区、②観光交流

拠点整備地区、③－２商業誘導Ｂ地区を商業系用途地域に変更する検討を行います。 

・⑤土地再編促進地区については、土地区画の整序や基盤整備等の街区の再編と併せて、商

業系用途地域など、賑わい創出に資する用途地域へ変更する検討を行います。 

 

（２）地区計画の導入 

・本計画の対象区域のうち、「３－１．土地利用の方針」に示す区域について、地区計画を

導入し、建築物等の用途の制限、高さの限度、壁面の位置等地区の方針の実現に必要な地

区整備計画の検討を行います。 

 

（３）生産緑地制度の活用 

・生産緑地制度を活用するなど、農地の保全を図ります。 

 

４－３．都市施設等の整備 

（１）氷川橋補強工事 

・老朽化対策とともに、現況の橋脚を撤去し、橋の構造を２径間から１径間にする工事を行

います。 

・橋脚を撤去することで、流木等の詰まりによる溢水の危険性の減少につながります。 

・案内川や氷川神社など周辺環境との調和に配慮した景観の協議調整を行います。 

 

（２）国道 20号（甲州街道）歩道（上り車線側）改良 

・無電柱化や歩道の舗装改良や段差解消など、歩きやすさや景観等の調和に配慮した道路整

備に向け、関係機関と協議調整を行います。 
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整備区間 

（３）案内川左岸広場整備 

 

①基本的な考え方 

・東京都による案内川防災工事に合わせた一体的な整備により、親水性を高め、高尾山口駅

前にふさわしい自然豊かな景観形成とともに、居心地の良い広場空間として整備します。 

・広場は都市公園法による都市公園として整備・管理を行います。 

・具体的な整備内容や管理については、河川管理者である東京都との協議や、地域住民等を

含めた検討会の中で検討を行い、安全でかつ良好な景観を保ち続けられるよう、管理手法

や体制を構築していきます。 

 

（参考）東京都 案内川防災工事 

護岸の老朽化や流水による洗掘等が原因 

で発生する災害を未然に防止することを 

目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②広場整備の方向性 

○親水性・開放性の向上 

・護岸階段や河道内歩道、飛び石の設置などにより、川を眺めるだけでなく、水に触れ

ることのできる親水空間として整備します（東京都工事）。 

・高尾山口駅前からの河川への視認性を高めるよう、広場の開放性を確保します。 

 

○利便性の向上 

・広場を動線の一部として活用し、観光客等の集中による歩行空間の混雑緩和につなが

る、利用しやすい空間整備を行います。 

・広場内の高低差を活かした緑地やベンチ等の配置など、広場の眺めや利用しやすさに

配慮した整備を行います。 
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○回遊性の向上 

・水辺を感じながら憩い、水の近くを歩くなど、楽しく回遊できる空間づくりを行いま

す。 

・青葉橋との段差を解消し、また住民と観光客の動線の交錯へ配慮するなど、快適で歩

きやすい歩行環境を整備します。 

・河川内遊歩道や飛び石等の設置やデザイン的な工夫により、広場を経由した高尾山口

駅と国道 20 号とのアクセス性を高め、回遊性向上につなげます。 

 

○景観の向上 

・植生環境に配慮しながら既存の植栽等の改善や新植を行います。 

・煩雑な印象を与えないよう、照明や案内サイン、その他ファニチャー等のデザインを

そろえ、集約整理します。 
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国道 20号（甲州街道） 

高尾山口駅 

案内川 

○階段状の親水性の高い護岸整備 

○水辺を眺めながら憩える空間整備 

■案内川左岸広場整備イメージ（※ワークショップ時の資料のため、今後の検討により変わる可能性があります） 

○快適で歩きやすい歩行環境整備 

（段差解消等） 

青葉橋 

市道浅川 128号 

飛び石 

河道内歩道 

6
1

 

国道 20 号（甲州街道）歩道改良に合

わせた段差解消へ向け、協議調整 
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４－４．景観形成の推進 

 

（１）基本的な考え方 

①市民による景観づくりの継承と発展 

・豊かな自然、歴史、文化、そしてこれまで市民の創意工夫により作られてきた景観を保全

し、未来に継承するとともに、さらに個性を磨いていきます。 

②行政による規制・誘導 

・景観形成の代表的な手法として「規制」「誘導」「協議」がありますが、市ではこれまで

平成 23年に策定した「八王子市景観計画」や「八王子市景観条例」などに基づき、「協議」

による景観づくりを進めてきました。 

・ここで用途地域の見直しに合わせた地区計画制度の導入や中核市権限を活用した屋外広告

物地域ルールの策定等を行うことにより、「規制」や「誘導」による景観づくりの基盤を

形成します。 

 

○これまで導入した手法 

・平成 23年 10 月 八王子市景観条例に基づく事前協議制度 

・平成 27年 11 月 八王子市公共施設景観形成マニュアルに基づく景観適合協議 

 

（２）当面の取組み 

①地区計画の活用 

・周辺の山地や丘陵地への眺望を確保し、高尾山の玄関口にふさわしい風格と賑わいのある

空間を形成するため、必要に応じ地区計画区域内における建築物等の形態意匠（高さ等）

の制限を検討します。 

 

②屋外広告物条例に基づく屋外広告物地域ルールの策定 

・賑わいの中にも高尾山の自然、歴史、文化を感じさせるまち並みを形成するため、屋外広

告物のあり方を地域住民や関係事業者等と検討し、地域の特性に応じた「屋外広告物地域

ルール」を策定します。併せて、八王子市景観計画の変更を検討します。 

 

③質の高い都市施設の整備 

・案内川左岸広場整備では、高尾山口駅前から案内川の水の流れを感じさせる、駅前と一体

的で開放感のある、水辺の交流空間づくりを行い、景観の質を高めます。 

・氷川橋補強工事では、案内川や氷川神社など周辺環境との調和に配慮した景観の協議調整

を行います。 

 

（３）将来的な展開 

①市民との協働による景観づくり 

・歩いて楽しい商店街を作るためには、花やみどり、ベンチなどの憩いの場を増やしたり、

道路や建築物、看板や案内サインなどのデザインに磨きをかけたりと、おもてなしの演出

が重要となります。この取組みは、地域主体で進められてこそ効果が期待されることから、

市は意識啓発や公共空間の活用支援を行うなど、地域主体で取組みやすい環境づくりを推
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進します。 

・さらなる創意工夫のもとに景観づくりを進めるため、必要に応じ建築物の形態意匠や夜間

照明等についての景観ガイドライン等の充足を行います。 

 

②地域資源の保全・活用 

・地域の樹木や老舗といった地域資源の積極的な活用を図ります。 

・地域資源のうち、特に景観上重要なものについて「景観重要建造物」等への指定による保

全について検討します。 

 

③公共施設等の景観の質の向上 

・道路や水路、市営駐車場等の公共施設の修景整備にあたっては、八王子市公共施設景観形

成マニュアルに基づく景観適合協議等により質の高い景観づくりに努めます。 

・公共施設の良好な維持管理に向け、公平性や受益者負担などの観点も加味し、実現可能な

仕組みづくりを推進します。 

・公共サインや民間事業者等が設置する案内誘導等サインについて、対象区域及び周辺の回

遊性を高め、住民や観光客等にとって分かりやすいサインとなるよう、設置や標記方法、

デザイン等の基準となるガイドラインを作成し、地域とともに維持管理を進める仕組みづ

くりを推進します。 
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５．推進体制 

 

・前述の実現方策など各種施策を民産学公が協力して推進していくため、地域と行政との情報共

有や協議調整を行うための体制づくりを進めます。 

・都市計画方針に示す「地域による推進体制づくり」の考え方を踏まえ、地元が主体的に関わる

ための体制を目指すとともに、行政側においても土地利用や都市施設等各分野の相互調整を図

りながら総合的に取組むため、連絡窓口や庁内協議体の充実など庁内体制を整えます。 

・地域の協議体と行政側の体制が対となった、まちづくりに係る連携のプラットフォームの構築

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政 
理事会・総会等 

地域の 
取組み① 

 

地域の 
取組み② 

 

地域の 
取組み③ 

 

地域の 
取組み④ 

 

事務局 

地域の 
協議体 

個々の事業・施策など 

都市計画 

 

道路 

 
公園 

 

水環境 

 

景観 

 

観光 

 

文化財 

 

防災 

 

環境 

 

※事業・施策に 
応じた部署 

情報共有 
協議調整 

■行政と地域の協議体の連携のプラットフォーム（イメージ） 

情報共有 
協議調整 事務局 

必要に応じ
協議調整 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           参考資料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

○検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．庁内検討組織 

本市の部長級で構成される「高尾山口駅周辺地区まちづくり検討会」（庁内検討会）、課長級

で構成される「高尾山口駅周辺地区都市計画方針の施策推進に係る庁内連絡会」（庁内連絡会）

を設置して、多分野にわたる政策調整を図りながら、本計画の策定を進めました。 

 

ｂ．地元協議体（高尾山口駅周辺地区まちづくり連絡会準備会） 

地域によるエリアマネジメント組織への段階的な発展を目指し、町会や関係団体の代表者、事

業者等により構成され、地域のまちづくりについて連絡・調整を行う場として、平成 28年 6 月に

「高尾山口駅周辺地区まちづくり連絡会準備会」（以下、準備会）が設置されました。本計画の

策定にあたっては、準備会と連携し、意見交換を行いながら進めました。 

 

ｃ．市民ワークショップ 

市民の意見を反映するため、関係所管と共同で市民ワークショップを開催し、意見交換を行い、

検討を進めました。 

 

d．パブリックコメント 

本計画（案）に対するパブリックコメントを令和元年度（2019 年度）に実施しました。 

 

 

本計画の決定 

政策会議 

a.庁内検討組織 

庁内検討会（部長級） 

庁内連絡会（課長級） 

関係行政 

大学等 

d.パブリックコメント 

（本計画案） 

b.地元協議体 

c.市民ワークショップ 

【事務局】都市計画課 

【事務局】都市計画課 

    ・関係所管 

【事務局】都市計画課 

＜関係行政等＞ ＜市民、事業者・団体＞ ＜八王子市＞ 

連携 

連携 連携 

意見 

意見 
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高尾山口駅周辺地区まちづくり庁内検討会開催要綱 
 

平成30年（2018年）４月19日施行 

（目的・開催） 

第１条 高尾山口駅周辺地区都市計画方針に基づく施策（以下、施策）を推進し、高尾山口駅周辺地

区まちづくりを実施していくため、高尾山口駅周辺地区まちづくり庁内検討会（以下「庁内

検討会」という。）を開催する。 

 

（所管する事項） 

第２条 庁内検討会は、次に掲げる事項を所管する。 

（１）高尾山口駅周辺地区まちづくりに関する協議・調整 

（２）その他必要と認める事項 

 

（構成） 

第３条 庁内検討会は、別表第１に掲げる者をもって構成する。 

２ 庁内検討会に会長を置き、都市計画部長をもって充てる。 

３ 庁内検討会に副会長を置き、水循環部長をもって充てる。 

４ 会長は、必要に応じて第１項に掲げる者以外の者を会員とすることができる。 

 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は、庁内検討会を招集し、会務を統括し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 会長は、必要に応じて関係機関等から会員以外の者をオブザーバーとして庁内検討会に出席させ、

意見を求めることができる。 

 

（事務局） 

第５条 庁内検討会の庶務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、都市計画課職員をもって構成する。 

 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討会に関し必要な事項は会長が定める。 

 

（附 則） 

この要綱は、平成 30年（2018年）4月 19 日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） ◎会長 ○副会長 

検討会員 

◎ 都市計画部長 

○ 水循環部長 

環境部長 

産業振興部長 

まちなみ整備部長 

道路交通部長 
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高尾山口駅周辺地区都市計画方針の施策推進に係る庁内連絡会開催要綱 
 

平成29年（2017年）1月25日施行 

 

（目的・開催） 

第１条 平成２８年３月に策定した高尾山口駅周辺地区都市計画方針に基づく施策（以下「施策」 

という）の適切かつ円滑な推進を図るため、各所管における施策の推進に関する連絡・調整を行う。 

２ 施策推進に向けた連絡・調整を行うため、高尾山口駅周辺地区都市計画方針の施策推進に係 

る庁内連絡会（以下「庁内連絡会」という。）を開催する。 

 

（所管する事項） 

第２条 庁内連絡会は、次に掲げる事項を所管する。 

（１） 各施策の推進に関する連絡・調整 

（２） その他必要と認める事項 

 

（構成） 

第３条 庁内連絡会は、別表第１に掲げる者をもって構成する。 

２ 庁内連絡会に会長を置き、都市計画課長をもって充てる。 

３ 庁内連絡会に副会長を置き、水環境整備課長をもって充てる。 

４ 会長は、必要に応じて第１項に掲げる者以外の者を会員とすることができる。 

 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は、庁内連絡会を招集し、会務を統括し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 会長は、必要に応じて関係機関等から会員以外の者をオブザーバーとして庁内連絡会に出席させ、

意見を求めることができる。 

 

（事務局） 

第５条 庁内連絡会の庶務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、都市計画課職員をもって構成する。 

 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会に関し必要な事項は会長が定める。 

 

（附 則） 

この要綱は、平成 29年（2017年）1月 25 日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

検討会員 主な施策分野 

◎都市計画課長 

土地利用計画課長 

まちなみ景観課長 

環境保全課 

土地利用（市街地整備／都市景観／みどり） 

 

交通企画課長 

路政課長 

○水環境整備課長 

観光課長 

住宅政策課長 

公園課長 

防災課長 

都市施設（道路・交通／公共施設・河川等） 

都市防災 

 

  ◎会長 ○副会長 
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平成 30年度（2018年度）高尾山口駅周辺地区まちづくり連絡会準備会 参加者名簿 

 

 団体等名称 参加者名 

（１） 学識経験者 
首都大学東京 都市環境学科 

（自然・文化ツーリズムコース） 
川原 晋（教授） 

（２） 

都市計画方針に関

係 す る 地 域 の 町

会・自治会を代表す

る者 

 

高尾町五丁目町会 佐戸 勝一（町会長） 

落合町会 佐戸 博（町会長） 

南浅川町会 宮沢 武史（町会長） 

浅川地区町会連合会 （落合町会長兼務） 

（３） 鉄道等事業者 

高尾登山電鉄株式会社 

大野 彰（会長） 

（公益社団法人八王子観光コンベ

ンション協会会長） 

船江 栄次（代表取締役社長） 

京王電鉄株式会社 
大竹 将人 

（開発企画部沿線事業担当課長） 

（４） 
関係団体等を代表

する者 

髙尾山薬王院 

尾形 功（用度部長） 

佐藤 伸二（用度部長）※ 

※平成 30年（2018 年）9月以降 

氷川神社 青木 勝一（筆頭総代） 

高尾山商店会 小宮 猛（会長） 

高尾商業協同組合 髙橋 清士（副理事長） 
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○検討経過 

 

ａ．庁内検討組織 

開催時期 主な内容 

平成 30年（2018年） 

5 月 15日 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）の策定について 

・案内川水辺活用検討について 

平成 30年（2018年） 

7 月 25日 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）の策定について 

・案内川広場と前提条件について 

・市民ワークショップの開催について 

平成 30年（2018年） 

11月 22日 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）の策定について 

・案内川左岸広場の整備について 

 （ワークショップ案、ワーキンググループ等） 

平成 31年（2019年） 

2 月 19日 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）素案について 

・策定スケジュール 

 

 

ｂ．地元協議体（高尾山口駅周辺地区まちづくり連絡会準備会） 

開催時期 主な内容 

平成 30年（2018年） 

5 月 28日 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）の策定について 

・案内川水辺活用検討について 

・首都大学東京「オーラル・ヒストリーで紡ぐ高尾山口地域の観光ま

ちづくり史調査」について 

・市民ワークショップの開催について 

平成 30年（2018年） 

7 月 31日 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）の策定について 

・景観形成に向けた屋外広告物のあり方について 

・首都大学「オーラル・ヒストリーで紡ぐ高尾山口地域の観光まちづ

くり史調査」について 

平成 30年（2018年） 

12月 6日 

・高尾山口駅前ふもと公共空間形成・活用ワークショップについて 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）について 

・案内川防災対策工事 

・氷川橋補強工事及び坂本橋架替工事について 

・案内川関連工事に関する現地説明（伐採樹木、護岸階段位置） 

平成 31年（2019年） 

2 月 12日 

・第 1回水辺利活用ワーキンググループの報告 

・第 1回広告ワーキンググループの報告 

・日本遺産認定申請について 

・高尾山口駅及び参道周辺整備方針（計画）について 

・今後のまちづくり連絡会準備会について 
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ｃ．市民ワークショップ 

実施概要 

【名称】高尾山口駅前ふもと公共空間形成・活用ワークショップ 

【募集方法】①地域住民：高尾山口駅周辺地区まちづくり連絡会準備会の参加者を通じて、町会員

や関係団体等に募集 

②公募市民：平成 30年広報はちおうじ 8 月 1日号にて募集 

 

開催時期 主な内容 参加者数 

平成 30年（2018年） 

9 月 1 日 

・観光地のあり方、駅周辺のふもとエリアで目指すことに関

するミニレクチャー 

・ふもとにおける公共的な空間の使われ方についてのワーク

ショップ 

35 名 

 

平成 30年（2018年） 

10月 14日 

・前回の振り返り 

・河川、広場、広告物等の事例を交えたトークセッション 

・水辺班と景観班に分かれてのワークショップ 

 水辺班：案内川左岸広場の水辺の楽しみ方、護岸整備につ

いて 

 景観班：高尾山口にふさわしい店舗とまち並みのデザイン

について 

28 名 

 

 

ｄ．パブリックコメント 

実施概要 

高尾山口駅及び参道周辺整備計画（案）について 

【実施期間】令和元年（2019 年）6 月 1日～7月 1日 

【提出方法】Eメール、FAX、郵送、持参   【提出者数】3名（意見数：10件） 
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○対象区域に関連する計画等 

 

ａ．（仮称）高尾の里整備検討協議会提言書 

【策定時期】 平成 18年（2006年）3月 

【発    行】（仮称）高尾の里整備検討協議会（事務局：八王子市） 

【内    容】旧東京都立高尾自然科学博物館跡地を活用した施設整備に向けた、「（仮称）高尾

の里」の整備と拠点施設の整備についての提言。 

 

b．（仮称）高尾の里拠点施設基本計画 

【策定時期】 平成 19年（2007年）3月 

【発    行】 八王子市 

【内    容】 「（仮称）高尾の里整備検討協議会提言書」を受けた拠点施設の基本計画。 

       具体的な事業プログラム、建築計画、展示計画、古民家の移転改修計画等。 

 

ｃ．高尾の里拠点施設あり方検討会報告書 

【策定時期】 平成 24年（2012年）7月 

【発    行】 高尾の里拠点施設整備あり方検討会（事務局：八王子市） 

【内    容】 拠点施設のコンテンツ、拠点施設のブランディング等。 
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